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第５５回 本 試 験 総 括 
 

◎特徴  

1. 選択式…全体的には、昨年と同様極端に難しい出題はなく、科目ごとの合格基準点は確保

可能な問題であった。しかし、雇用保険法で細かい通達の内容を問う事例問題の

出題があったり、労一の判例からの出題は、選択肢が長く文脈から判断する必要

がある等、一部に正答肢を選ぶことが困難な出題も見られた。 

2. 択一式…比較的難易度の高かった昨年に比べると、全体としては得点しやすい問題であっ

た印象を受ける。その一方で、労災保険法で認定基準や長文の事例問題の出題が

ある等、一部にとっつきにくい出題もあった。また、労基法で条文番号を押さえ

ていないと読みづらい出題があったり、労一では昨年同様、労働契約法の出題が

ない等一部科目で出題傾向等に変化が見られた。 

◎合格ラインの予想 

１．選択式… 総得点 ２８ 点以上 各科目 ３ 点以上 

２．択一式… 総得点 ４６ 点以上 各科目 ４ 点以上 

 

 

 

 
 

◎目標点 

※目標点は難易度を基準に設定したものであり科目ごとの合否ラインとは関係がありません。 

【選択式】 

科目 労基･安衛 労 災 雇 用 労 一 社 一 健 保 厚 年 国 年 計 

得点 ４ ５ ３ ４ ４ ５ ４ ５ 34 

【択一式】 

科目 労基･安衛 労災･徴収 雇用･徴収 労一･社一 健 保 厚 年 国 年 計 

得点 ７ ５+２ ５+２ ３+４ ７ ７ ９ 51 
 

◎選択式問題 科目別コメント 

労基・安衛…Ａ・Ｄ・Ｅは、基本的な事項からの出題であり、確実に得点したいところであ

る。Ｂ及びＣは、最高裁判例からの出題であるが、Ｃは文脈からして「⑳労働

からの解放」しか入らないと思われる。なお、Ｂは、やや難しい問題である。 

労  災 …すべて平易な問題である。 

雇  用 …Ａ～Ｄは比較的平易な問題であったため、難易度としては４点得点が可能であ

るが、Ｄは選択肢に「⑲通算して60日」と「⑧60日」があり、迷うかもしれな

い。Ｅは、テキストに記載されていない細かい論点であるため、得点は難しい

と思われる。 

 

合格ライン予想は、本試験終了時点での予想であり「本試験解答分析サービス」

の結果を加味する前のものとなっています。最終予想は 9 月 15 日(金)より本試験

解答分析サービスにてご案内いたします。
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労  一 …Ａ、Ｂは判例からの出題ではあったが、それほど難しい内容ではなく、選択肢

も絞りやすいため、１点は確保できると思われる。Ｃ～Ｅについてはいずれも

テキストに記載のある基本事項からの出題であるため、合わせて目標４点とし

た。 

社  一 …Ａ・Ｂ・Ｄは基本的な問題であるので、確実に得点して３点確保しておきたい。

Ｃ及びＥは細かい内容の問題であるが、テキストに記載があるので、正解する

ことも可能である。プラスαとしてＣかＥのいずれかで得点してほしい。 

健  保 …ＡからＥのいずれも平易な問題となっている。Ｄは高額療養費多数回該当の回

数通算に関する通達を根拠とするものであるが、基本事項として押さえておき

たい内容である。 

厚  年 …Ａ、Ｂ、Ｅで確実に３点を確保したい。Ｃは、長文の事例問題ではあるが、論

点自体は基本事項であり、冷静に判断できれば十分得点可能である。 

国  年 …基本条文及び基本事項からの出題であり、得点し易い内容であったと思われる。

なお、Ａ及びＢは、平成23年本試験と同じ箇所が空欄となっていた。 

◎択一式問題 科目別コメント 

労基・安衛…労基法に関しては、解きやすい平易な問題もあったが、問２の組み合わせ問題

など、解くのに時間がかかる問題もあった。安衛法は、問８及び問10を確実に

得点したい。問９は、細かい内容なので、解けなくても仕方ないと思われる。 

労  災 …問２、問４、問５は平易な問題。問３もきちんと学習していれば比較的平易な

問題。問６はＤ又はＥに絞ることができる。問７は公開模試で同趣旨の問題を

出題している。 

雇  用 …得点可能な問題が多いものの、行政手引からの出題の肢が多いため、難しく感

じた人も多いと思われる。問３Ｂは初見であっても×と判断したい。問６は、

事例問題であるが、論点自体は易しいものとなっている。 

徴  収 …特別加入保険料の額を問う問題や、受験生に馴染みの薄い論点からの出題もあ

り、一見解きにくく感じるが、正解肢が基本事項の問題もあり、それぞれ２点

は確保したい。 

常  識 …労一は、問１から３は、全肢統計・白書セミナーテキストに記載はあるが、解

きやすい問題ではない。問４は正解肢Ｅが平易であるため正解できると思われ

るが、問５の社労士法からの出題は難易度が高かった。社一は、全問社会保険

法規の法本則からの出題であったが、問９は初見の規定が多く、正解すること

は難しいと思われる。問９以外は正解肢が平易であるので、４点を確保するこ

とも可能である。 

健  保 …肢としては細かい規定からの問題が散見されるが、正解肢が平易な問題が多い。

個数問題である問３や、正解肢の絞り込みがしにくいと考えられる問５及び問

８を除けば、いずれも確実に得点しておきたい問題である。 

厚  年 …昨年との比較では、やや難化。ただし、難問や奇問はなく、基本テキストに掲

載されている内容をしっかり押さえていれば、８～９点確保することも十分可

能である。 

国  年 …10問中９問が正しいもの（誤っているもの）を選ぶ５肢択一形式であったこと

もあり、全体的に易しい内容であった。問５も、正解肢の正誤を単独で判断す

るのは難しいが、他の４肢がはっきりとした×肢であるため、消去法で正解す

ることは可能と思われる。 
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得点レベル一覧表 

【選択式】 

科目名 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ ◎ △ ● 

労働基準法 

労働安全衛生法 
◎ △ ◎ ◎ ◎ 4 1 0 

労災保険法 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5 0 0 

雇用保険法 ◎ ◎ ◎ △ ● 3 1 1 

労働一般常識 △ ◎ ◎ ◎ ◎ 4 1 0 

社会一般常識 ◎ ◎ △ ◎ △ 3 2 0 

健康保険法 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5 0 0 

厚生年金保険法 ◎ ◎ △ △ ◎ 3 2 0 

国民年金法 ◎ ◎ △ ◎ ◎ 4 1 0 

（◎：確実に得点してほしい  △：できれば得点してほしい  

●：得点は難しい ） 
31 8 1 

 

【択一式】 

科目名 問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９ 問10 ◎ △ ● 

労働基準法 

労働安全衛生法 
◎ △ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎ ● ◎ 7 2 1 

労災保険法 

（徴収法含む） 
● ◎ △ ◎ ◎ △ △ △ ◎ ◎ 5 4 1 

雇用保険法 

（徴収法含む） 
△ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ △ ◎ 6 4 0 

労働及び社会保険

に関する一般常識 
△ △ △ ◎ △ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 5 4 1 

健康保険法 ◎ ◎ △ ◎ △ ◎ ◎ △ ◎ ◎ 7 3 0 

厚生年金保険法 △ ◎ ◎ △ ◎ ◎ ◎ △ ◎ ◎ 7 3 0 

国民年金法 ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 9 1 0 

（ ◎：確実に得点してほしい  △：できれば得点してほしい  ●：得点は難しい ） 個数 46 21 3 

％ 66 30 4 
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選 択 式 解 答 

2023年8月27日 16：00時点 

[問１] 労働基準法・労働安全衛生法 
（労基法115条、最一小昭和57.3.18此花電

報電話局事件、最二小平成19.10.19大
林ファシリティーズ事件、安衛法35条、
法68条） 

Ａ ① ２年 

Ｂ ⑯ 遅滞なく 

Ｃ ⑳ 労働からの解放 

Ｄ ⑦ １トン 

Ｅ ⑮ その就業を禁止 
 
[問２] 労働者災害補償保険法 

（法14条1項、法29条1項） 

Ａ ⑲ 療養 

Ｂ ⑦ ４ 

Ｃ ② 100分の60 

Ｄ ⑩ 健康診断 

Ｅ ⑭ 賃金 
 
[問３] 雇用保険法 

（法20条2項、法45条、法54条1号、則56
条、則57条1項、行政手引50286） 

Ａ ⑳ 通所手当 

Ｂ ⑥ 40日 

Ｃ ⑯ 通算して26日 

Ｄ ⑲ 通算して60日 

Ｅ ③ 10月31日 
 
[問４] 労働に関する一般常識 

（最二小昭和54.7.20大日本印刷事件、派
遣法35条の3、労基法24条1項、同法120
条1号、最低賃金法7条） 

Ａ ⑰ 本件採用内定通知のほかには

労働契約締結のための特段の意

思表示をすることが予定されて

いなかつた 

Ｂ ⑧ 知ることができず、また知るこ

とが期待できないような事実で

あつて 

Ｃ ③ ３ 

Ｄ ⑳ 労働基準法 

Ｅ ⑫ 都道府県労働局長 

[問５] 社会保険に関する一般常識 
（船保法69条5項、高齢者医療確保法20条、

確給法57条、児童手当法6条1項1号イ
(2)、「令和４年版厚生労働白書（厚生
労働省）」P.348） 

Ａ ⑧ ３年 

Ｂ ⑩ 40歳 

Ｃ ⑱ 財政の均衡を保つこと 

Ｄ ⑬ 10,000円 

Ｅ ② 5.5 

 

[問６] 健康保険法 
（法5条2項、法102条1項、令42条1項1号、

2号、平成19.3.7保保発0307005号） 

Ａ ⑭ 厚生労働大臣 

Ｂ ⑧ 12か月 

Ｃ ⑫ 140,100円 

Ｄ ⑰ 通算されない 

Ｅ ③ 98 

 

[問７] 厚生年金保険法 
（法43条の5,4項、法47条、法58条1項4号、

法59条1項、法67条1項、法100条の9,1
項、2項、国年法30条、同法37条1号、4
号、同法37条の2,1項） 

Ａ ⑯ 地方厚生局長 

Ｂ ⑰ 地方厚生支局長 

Ｃ ⑫ 障害基礎年金、遺族基礎年金、

遺族厚生年金 

Ｄ ② 0.2％の引下げ 

Ｅ ⑤ １年 

 

[問８] 国民年金法 
（法2条、法7条1項、法74条1項） 

Ａ ① 教育及び広報 

Ｂ ⑦ 相談その他の援助 

Ｃ ⑳ 利便の向上 

Ｄ ⑰ 必要な給付 

Ｅ ② 国籍 
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択 一 式 解 答  

2023年8月31日 15：00更新 

 

科 目 名 問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９ 問10 

労働基準法 

労働安全衛生法 Ｅ Ｅ Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｃ Ｅ Ｄ Ａ※ 

労災保険法 

（徴収法含む） Ｅ Ｃ Ｅ Ｂ Ｄ Ｅ Ｅ Ｅ Ｄ Ｃ 

雇用保険法 

（徴収法含む） Ｅ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｄ Ａ Ｃ Ａ Ｅ 

労働及び社会保険に

関する一般常識 Ｃ Ｂ Ａ Ｅ Ｄ Ｃ Ｄ Ｄ Ｅ Ｂ 

健康保険法 Ａ Ｂ Ｄ Ｅ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ａ Ｂ 

厚生年金保険法 Ａ Ａ Ｅ Ｄ Ｂ Ａ Ｃ Ｄ Ｄ Ｂ 

国民年金法 Ｄ Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｃ Ｄ Ｃ 

 

※労働基準法及び労働安全衛生法 問10について 

Ａの問題文に「労働安全衛生法第66条第１項の規定による健康診断」とあるが、労働安全

衛生法第66条第１項には歯科医師による健康診断が含まれていない。そのため、問題文の下

から２行目の「医師又は歯科医師」は、正しくは「医師」である。 

ただし、Ｂ～Ｅの肢は明らかに誤りであることから、相対評価により「Ａ」を正解肢とし

た。 
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労働基準法及び労働安全衛生法 

〔問 １〕 正解 Ｅ 

法26条、昭和27.8.7基収3445号。法26条の「使用者の責に帰すべき事由」に

は、全１日の休業だけでなく、１日の一部を休業した場合（設問では半日休業）

も含まれる。法26条の休業手当は、平均賃金の100分の60以上の金額（7,000円

×0.6＝4,200円以上）を支払わなければならないとされているが、設問の場合、

現実に労働した分の賃金として100分の60以上の額（5,000円）が支払われてい

るので、休業手当を支払う必要はない。したがって、Ｅが正しい。 

〔問 ２〕 正解 Ｅ（ウとエとオ） 

ア × 法34条2項、則31条。「道路による貨物の運送の事業」では、休憩を一

斉に与える必要はないが、「倉庫における貨物の取扱いの事業」では、休憩

を一斉に与えなければならない。 

イ × 法34条、昭和23.5.10基収1582号。一昼夜交替制においても法律上は、

労働時間の途中において、法34条１項の休憩を与えればよいとされている。 

ウ ○ 法34条3項、昭和23.10.30基発1575号。設問の通り正しい。 

エ ○ 法34条1項。設問の通り正しい。 

オ ○ 法34条、平成11.3.31基発168号。設問の通り正しい。 

〔問 ３〕 正解 Ａ 

Ａ × 法63条、法64条の2,1号。妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従

事しない旨を使用者に申し出た産後１年を経過しない女性については、坑内

で行われるすべての業務に就かせてはならない。 

Ｂ ○ 法65条2項、昭和26.4.2婦発113号。設問の通り正しい。 

Ｃ ○ 法19条1項、昭和25.6.16基収1526号。設問の通り正しい。 

Ｄ ○ 法60条1項、法66条2項、平成11.3.31基発168号。設問の通り正しい。 
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Ｅ ○ 法61条、法62条、法63条。設問の通り正しい。 

〔問 ４〕 正解 Ｂ 

Ａ × 法2条。「使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければ

ならない」とは規定されていない。 

Ｂ ○ 法3条。設問の通り正しい。 

Ｃ × 法5条、昭和63.3.14基発150号。「監禁」とは、労働者の身体の自由を

拘束することをいい、必ずしも物質的障害をもって手段とする必要はない。 

Ｄ × 法6条、昭和34.2.16 33基収8770号。法人が業として他人の就業に介

入して利益を得た場合、当該法人のために実際の介入行為を行った行為者た

る従業員については、現実に利益を得ていなくても法６条違反が成立する。 

Ｅ × 法9条、法10条。法９条にいう労働者であっても、その者が同時にあ

る事項について権限と責任を持っていれば、その事項については、その者が

法10条の使用者となる場合がある。また、法10条の使用者は、企業内で比較

的地位の高い取締役、工場長、部長、課長等の者から、作業現場監督員、職

場責任者等といわれる比較的地位の低い者に至るまで、その権限と責任に応

じて、あるいは特定の者のみが、あるいは並列的に複数の者が該当すること

となる。 

〔問 ５〕 正解 Ａ 

Ａ × 法13条、法14条1項、平成15.10.22基発1022001号。設問の場合は、法

14条１項に規定する上限期間を定めたものとなる。 

Ｂ ○ 法15条、昭和23.11.27基収3514号。設問の通り正しい。 

Ｃ ○ 法17条、昭和63.3.14基発150号。設問の通り正しい。 

Ｄ ○ 法22条、平成11.3.31基発169号。設問の通り正しい。 

Ｅ ○ 法19条、法20条、昭和63.3.14基発150号。設問の通り正しい。 
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〔問 ６〕 正解 Ｃ 

Ａ × 法24条1項、昭和63.3.14基発150号。労働者の親権者その他法定代理

人に支払うことも、直接払の原則に違反することになる。 

Ｂ × 法24条1項ただし書、則6条の2,1項。「労働者の過半数を代表する者」

は、設問のほかに、「法41条２号に規定する監督又は管理の地位にある者で

ないこと」という要件も満たさなければならない。 

Ｃ ○ 法24条2項。設問の通り正しい。 

Ｄ × 法24条1項、法25条。設問の法25条（非常時払）による賃金の支払につ

いても、法24条1項の規定が適用される。 

Ｅ × 最二小昭和62.7.17ノース・ウエスト航空事件。定期航空運輸事業を

営む会社に法令違反の疑いがあったことから、労働組合がその改善を要求し

て部分ストライキを行った場合であっても、同社がストライキに先立ち、労

働組合の要求を一部受け入れ、一応首肯しうる改善案を発表したのに対し、

労働組合がもっぱら自らの判断によって当初からの要求の貫徹を目指して

ストライキを決行したなど判示の事情があるときは、右ストライキにより労

働組合所属のストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となった

ため同社が右不参加労働者に対して命じた休業は、労働基準法26条の「使用

者の責に帰すべき事由」によるものということができない
．．．．．．．．．．．．．．

とするのが最高裁

判所の判例である。 

〔問 ７〕 正解 Ｃ 

Ａ ○ 法36条2項4号、平成30.12.28基発1228第15号。設問の通り正しい。 

Ｂ ○ 令和3.9.14厚労告335号。設問の通り正しい。 

Ｃ × 法38条1項、令和2.9.1基発0901第3号。法34条に定める休憩に関する

規定の適用については、労働時間は通算されない。 

Ｄ ○ 最二小昭和62.7.10弘前電報電話局事件。設問の通り正しい。 

Ｅ ○ 法32条、平成29.1.20基発0120第3号。設問の通り正しい。 
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〔問 ８〕 正解 Ｅ 

Ａ ○ 法37条1項、令12条1項1号。設問の通り正しい。設問のボイラーは、特

定機械等に該当する。 

Ｂ ○ 法37条1項、令12条1項3号。設問の通り正しい。設問のクレーンは、特

定機械等に該当する。 

Ｃ ○ 法37条1項、令12条1項4号。設問の通り正しい。設問の移動式クレー

ンは、特定機械等に該当する。 

Ｄ ○ 法37条1項、令12条1項6号。設問の通り正しい。設問のエレベーター

は、特定機械等に該当する。 

Ｅ × 法37条1項、令12条。「機体重量が３トン以上の車両系建設機械」は、

特定機械等に該当しない。 

〔問 ９〕 正解 Ｄ 

Ａ ○ 特化則38条の21他。設問の通り正しい。 

Ｂ ○ 令別表第4,13号、鉛則1条5号リ他。設問の通り正しい。 

Ｃ ○ 令別表第6の2,37号、有機則1条1号、2号、6号リ他。設問の通り正し

い。 

Ｄ × 令20条9号、高圧則1条の2,3号、同則8条、同則9条、同則12条他。設問

の潜水業務は、「酸素欠乏症等防止規則」ではなく「高気圧作業安全衛生規

則」の適用がある。 

Ｅ ○ 則36条5号、則151条の16～則151条の26他。設問の通り正しい。 

〔問 10〕 正解 Ａ 

Ａ ○ 法66条の4。設問の通り正しい。なお、設問文に「労働安全衛生法第66

条第１項の規定による健康診断」とあるが、当該健康診断は医師による健康

診断であるので、設問の意見聴取は「医師」から行うこととなると考えられ

る。 
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Ｂ × 法66条1項、則43条。設問文中の「６月を経過しない者」を、「３月を

経過しない者」とすると正しい記述となる。 

Ｃ × 則52条1項。定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出

しなければならないのは、常時「50人以上」の労働者を使用する事業者であ

る。 

Ｄ × 則51条の4。定期健康診断の結果は、当該健康診断の項目に異常の所

見があると診断された労働者に限らず、当該健康診断を受けたすべての労働

者に通知しなければならない。 

Ｅ × 法66条5項。労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行う健

康診断を受けなければならないが、事業者の指定した医師又は歯科医師が行

う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師

の行う同法の規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証

明する書面を事業者に提出したときは、この限りでないとされている。 
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労働者災害補償保険法 

（労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。） 

〔問 １〕 正解 Ｅ 

Ａ ○ 平成23.12.26基発1226第1号。設問の通り正しい。 

Ｂ ○ 平成23.12.26基発1226第1号。設問の通り正しい。 

Ｃ ○ 平成23.12.26基発1226第1号。設問の通り正しい。 

Ｄ ○ 平成23.12.26基発1226第1号。設問の通り正しい。 

Ｅ × 平成23.12.26基発1226第1号。単独の出来事の心理的負荷が「弱」で

ある複数の出来事が関連なく生じている場合、原則として全体評価も「弱」

となる。 

〔問 ２〕 正解 Ｃ 

Ａ × 則14条2項。同一の業務災害により身体障害が２以上ある場合には、

重い方の身体障害の該当する障害等級による。したがって、重い方の身体障

害である「第12級」となる。 

Ｂ × 則14条2項。Ａの解説参照。 

Ｃ ○ 則14条2項。設問の通り正しい。Ａの解説参照。 

Ｄ × 則14条2項。Ａの解説参照。 

Ｅ × 則14条2項。Ａの解説参照。 

〔問 ３〕 正解 Ｅ（ア～オの五つ） 

ア ○ 令和3.9.14基発0914第1号。「狭心症」は、認定基準で取り扱われる対

象疾病に含まれる。 

イ ○ 令和3.9.14基発0914第1号。「心停止（心臓性突然死を含む。）」は、認

定基準で取り扱われる対象疾病に含まれる。 
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ウ ○ 令和3.9.14基発0914第1号。「重篤な心不全」は、認定基準で取り扱わ

れる対象疾病に含まれる。 

エ ○ 令和3.9.14基発0914第1号。「くも膜下出血」は、認定基準で取り扱わ

れる対象疾病に含まれる。 

オ ○ 令和3.9.14基発0914第1号。「大動脈解離」は、認定基準で取り扱われ

る対象疾病に含まれる。 

〔問 ４〕 正解 Ｂ（ア・エの二つ） 

ア ○ 法別表第1、令2条。設問の通り正しい。 

イ × 法別表第1。社会保険給付との調整は、同一の事由により、労災保険

の保険給付と国民年金、厚生年金保険の年金給付とが支給される場合に行わ

れる。したがって、「障害補償年金」は、減額調整されない。 

ウ × 法別表第1。社会保険給付との調整は、同一の事由により、労災保険

の保険給付と国民年金、厚生年金保険の年金給付とが支給される場合に行わ

れる。したがって、「遺族補償年金」は、減額調整されない。 

エ ○ 法別表第1、令2条。設問の通り正しい。 

オ × 法別表第1。社会保険給付との調整は、同一の事由により、労災保険

の保険給付と国民年金、厚生年金保険の年金給付とが支給される場合に行わ

れる。したがって、「障害補償年金」は、減額調整されない。 

〔問 ５〕 正解 Ｄ 

Ａ × 法16条の2,1項。夫が遺族補償年金の受給資格者となるには、妻の死

亡の当時60歳以上であるか、又は厚生労働省令で定める障害の状態にあるこ

とを要する。 

Ｂ × 法16条の2,1項。障害基礎年金を受給していた場合に、「労働者の死亡

の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえない」とする規定

はない。労働者の死亡の当時、労働者の死亡の当時その収入によって生計を

維持していた子は、厚生労働省令で定める障害の状態（身体に障害等級の第
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５級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身

体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高

度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態）にあるとき

は、遺族補償年金の受給資格者となる。 

Ｃ × 法16条の2,2項。労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき

は、遺族補償年金の受給資格者に係る規定の適用については、将来に向かっ

て、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子

とみなされる。 

Ｄ ○ 法16条の2,1項、平成2.7.31基発486号。設問の通り正しい。 

Ｅ × 法16条の4。設問のような規定はない。 

〔問 ６〕 正解 Ｅ 

Ａ × 法38条1項。労災保険給付に関する決定に不服のある者は、「労働者災

害補償保険審査官」に対して審査請求を行うことができる。 

Ｂ × 法38条2項。審査請求をした日から「３か月」を経過しても審査請求

についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却

したものとみなすことができる。 

Ｃ × 法40条。処分の取消しの訴えは、当該処分についての「審査請求に対

する労働者災害補償保険審査官の決定」を経た後でなければ、提起すること

ができない。 

Ｄ × 法38条1項。審査請求の対象となるのは「保険給付に関する決定」で

あるが、保険給付に関する決定とは、直接、受給権者の権利に法律的効果を

及ぼす処分のことをいい、決定の前提にすぎない要件事実の認定（傷病の治

ゆ日等の認定、業務上外の認定、給付基礎日額の認定等）は、審査請求の対

象とならない。 
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Ｅ ○ 法38条1項。設問の通り正しい。審査請求をすることができる者（審

査請求人適格を有する者）は、「保険給付に関する決定に不服のある者」を

いい、原処分を受けた者のほか、原処分を受けた者〔遺族（補償）等給付の

不支給決定処分を受けた者を除く。〕が請求前に死亡した場合の相続人も審

査請求人適格を有する。 

〔問 ７〕 正解 Ｅ 

Ａ × 令和2.8.21基発0821第2号。設問の場合、給付基礎日額は、甲会社・乙

会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額相当額を合算した額とな

る。複数業務要因災害として認定される場合については、どの事業場におい

ても業務と疾病等との間に相当因果関係が認められないものであることか

ら、遅発性疾病等の診断が確定した日においていずれかの事業場に使用され

ている場合は、当該事業場について当該診断確定日以前３か月に支払われた

賃金により給付基礎日額相当額を算定する。この場合、遅発性疾病等の診断

が確定した日から３か月前の日を始期として、遅発性疾病等の診断が確定し

た日までの間に他の事業場から賃金を受けている場合は、当該事業場の給付

基礎日額相当額について、当該３か月間において支払われた賃金により算定

することとし、遅発性疾病等の診断が確定した日から３か月前の日を始期と

して、遅発性疾病等の診断が確定した日までの間に他の事業場から賃金を受

けていない場合は、当該他の事業場に係る給付基礎日額相当額を算定する必

要はない。設問の場合、脳血管疾患を発症した日（遅発性疾病等の診断が確

定した日）に事業場（甲、乙、丁）に使用されているため、脳血管疾患を発

症した日以前３か月に支払われた賃金により給付基礎日額相当額を算定す

る。また、この場合、脳血管疾患を発症した日から３か月前の日を始期とし

て、当該発症日までの間に他の事業場から賃金を受けている場合は、その事

業場についても給付基礎日額相当額を算定することとなるが、丙に使用され

ていたのは脳血管疾患を発症した日の６か月前から４か月前までであるか

ら、丙においては給付基礎日額相当額は算定しない。 
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Ｂ × 令和2.8.21基発0821第2号。Ａの解説参照。 

Ｃ × 令和2.8.21基発0821第2号。Ａの解説参照。 

Ｄ × 令和2.8.21基発0821第2号。Ａの解説参照。 

Ｅ ○ 令和2.8.21基発0821第2号。設問の通り正しい。Ａの解説参照。 

〔問 ８〕 正解 Ｅ 

Ａ ○ 法13条、則21条1項、則21条の2、則別表第4。設問の通り正しい。設問

の場合の第１種特別加入保険料の額は、12,000円×365×4/1000＝17,520円

となる。 

Ｂ ○ 法13条、則21条2項、則21条の2。設問の通り正しい。第２種特別加入

保険料率は、事業又は作業の種類ごとに、最高1000分の52から最低1000分の

３の範囲内で定められているため、設問の場合の第２種特別加入保険料の額

は、12,000円×365×52/1000＝227,760円により、227,760円を超えることは

ない。 

Ｃ ○ 法14条1項、則22条、則23条、則別表第4、第5。設問の通り正しい。第

２種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類ごとに、最高1000分の52から

最低1000分の３の範囲内で定められているため、設問の場合の第２種特別加

入保険料の額は、12,000円×365×52/1000＝227,760円により、227,760円を

超えることはない。 

Ｄ ○ 法14条1項、則23条、則別表第5、労災則46条の17,1号。設問の通り正

しい。 

Ｅ × 法14条の2,1項、則23条の2、則23条の3。第３種特別加入保険料率は、

一律に1000分の３と定められているため、設問の場合の第３種特別加入保険

料の額は、12,000円×365×3/1000＝「13,140円」である。 
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〔問 ９〕 正解 Ｄ 

Ａ ○ 法33条1項、平成12.3.31発労徴31号。設問の通り正しい。 

Ｂ ○ 法33条1項、則62条3項、昭和50.3.25発労徴17号。設問の通り正しい。 

Ｃ ○ 法33条1項、2項、平成12.3.31発労徴31号。設問の通り正しい。 

Ｄ × 法35条2項、平成25.3.29基発0329第7号。設問の追徴金の徴収につい

ては、労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるため、その限度で、当

該労働保険事務組合は、政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことにな

る。 

Ｅ ○ 法33条1項、則62条2項、平成25.3.29基発0329第7号。設問の通り正し

い。 

〔問 10〕 正解 Ｃ 

Ａ ○ 法9条、則10条1項、昭和40.7.31基発901号。設問の通り正しい。 

Ｂ ○ 法9条、則10条1項1号。設問の通り正しい。継続事業の一括をするた

めには、それぞれの事業について成立している保険関係に同一性があること

が必要である。 

Ｃ × 法9条、則10条1項2号、昭和40.7.31基発901号。継続事業の一括をす

るためには、それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくす

る必要があり、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用

事業についても、この要件を必要とする。 

Ｄ ○ 法9条、則10条1項1号、昭和40.7.31基発901号。設問の通り正しい。 

Ｅ ○ 法9条、則10条2項、3項、則76条2号。設問の通り正しい。指定される

事業は、一括される事業のうち、労働保険事務を的確に処理する事務能力を

有すると認められるものに限られるため、当該事業主の希望する事業と必ず

しも一致しない場合がある。 
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雇 用 保 険 法 

（労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。） 

〔問 １〕 正解 Ｅ 

Ａ ○ 法4条1項、行政手引20351。設問の通り正しい。 

Ｂ ○ 法4条1項、行政手引20351。設問の通り正しい。 

Ｃ ○ 法4条1項、行政手引20351。設問の通り正しい。 

Ｄ ○ 法4条1項、行政手引20352。設問の通り正しい。 

Ｅ × 法4条1項、行政手引20352。設問の技能実習生は、受入先の事業主と

雇用関係にあるので、被保険者となる。 

〔問 ２〕 正解 Ａ 

Ａ ○ 法15条5項、行政手引51254。設問の通り正しい。 

Ｂ × 法15条5項、行政手引51254。設問のように民間職業紹介機関へ登録を

し、求人情報を閲覧したのみでは、求職活動実績として取り扱われない。 

Ｃ × 法15条5項、行政手引51251。設問の場合、前回の認定日から「当該認

定日」までの期間について失業の認定をすることができる。失業の認定日が

就職日の前日である場合は、当該認定日を含めた期間（前回の認定日から当

該認定日までの期間） について失業の認定をすることもできることとされ

ている。また、設問の認定日の翌日は就職日であるため、失業の認定は行わ

れない。 

Ｄ × 法15条5項、行政手引51254。求職活動実績の確認については、失業認

定申告書に記載された受給資格者の自己申告に基づいて判断することを原

則とし、求職活動に利用した機関や応募先事業所の証明等（確認印等） は

求めないこととされている。 

Ｅ × 法15条5項、行政手引51256。受給資格者が被保険者とならないような

派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間

であることとされるため、当該期間については失業の認定は行われない。 
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〔問 ３〕 正解 Ｂ 

Ａ ○ 法4条4項、法17条1項、行政手引50503。設問の通り正しい。 

Ｂ × 法4条4項、法17条1項、行政手引50453。設問の住宅手当は、賃金日額

の算定の基礎に含まれる。 

Ｃ ○ 法19条3項、則29条。設問の通り正しい。 

Ｄ ○ 法18条3項、則28条の5。設問の通り正しい。 

Ｅ ○ 法17条3項、平成26.7.17厚労告292号。設問の通り正しい。 

〔問 ４〕 正解 Ｃ 

Ａ × 法24条1項、則24条1項、行政手引52354。公共職業安定所長の指示し

た公共職業訓練等（その期間が２年を超えるものを除く。）を受ける場合に

は、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間の失業している日について、

所定給付日数を超えて基本手当が支給されるが、この基本手当に係る失業の

認定は、公共職業訓練等受講証明書を所定の認定日（１月に１回）の都度提

出させて行うこととされている。したがって、訓練延長給付の支給を受ける

者も、失業の認定を受けることとなる。 

Ｂ × 法24条1項。受給資格者が公共職業安定所長の指示により、公共職業

訓練等（その期間が２年を超えるものを除く。）を受けるために待期してい

る期間については、90日を限度として、訓練延長給付の支給対象となる。 

Ｃ ○ 法24条2項、令5条1項。設問の通り正しい。 

Ｄ × 法24条、行政手引52354。訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間

終了前に中途退所した場合において、訓練延長給付に係る公共職業訓練等受

講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならないとする規定はな

い。なお、中途退所した場合には、「その退所の日後の日」については失業

の認定を行わないこととされている。 

Ｅ × 法15条3項、法24条1項、令3条、行政手引52351、行政手引52702。設問

の認定職業訓練は、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示す

ることができる。 
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〔問 ５〕 正解 Ｃ（イとエ） 

ア × 法56条の3,1項2号、則32条1号、則82条の3。設問の「障害者雇用促進

法に定める身体障害者が１年以上引き続き雇用されることが確実であると

認められる職業に就いた場合」には、就業促進手当のうち常用就職支度手当

が支給され得る。常用就職支度手当は、受給資格者にあっては、「当該職業

に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の３分の

１未満であるもの」が支給の要件とされているため、設問の者は、その他の

要件を満たせば就業促進手当（常用就職支度手当）を受給することができる。 

イ ○ 法56条の3,2項、則82条の4。設問の通り正しい。 

ウ × 則86条。移転費は、雇用期間が１年未満の職業に就く場合には、支給

されない。 

エ ○ 法56条の3,1項1号イ、3項1号、則82条の2、行政手引57001。設問の通

り正しい。 

オ × 則100条の2、則100条3。設問の「100分の30」を「100分の20」と読み

替えると正しい記述となる。 

〔問 ６〕 正解 Ｄ 

Ａ～Ｅ 法61条の7,1項、2項、4項、5項、行政手引59503-2。 

・設問の者は一般被保険者であり、みなし被保険者期間の要件を満たしている

ため、育児休業を取得した場合には育児休業給付金が支給され得る。 

・産前産後休業期間は育児休業給付金の支給対象となる育児休業に含まれな

い。 

・３回目以降の育児休業に対しては、厚生労働省令で定める場合に該当するも

のを除き、育児休業給付金は支給されない。 

・育児休業給付金の支給に係る支給単位期間とは、育児休業をした期間を、育

児休業開始日又は休業開始応当日から各翌月の休業開始応当日の前日（当該

育児休業を終了した日の属する月にあっては、育児休業を終了した日）まで

の各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 
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 以上により、設問における育児休業給付金の支給対象となり得る育児休業の

支給単位期間は、「令和６年２月４日～同年５月３日」の３か月及び「令和

６年６月10日～同年８月９日」の２か月の、計５か月となる。 

〔問 ７〕 正解 Ａ 

Ａ ○ 法60条の2,1項、行政手引58151。設問の通り正しい。 

Ｂ × 則101条の2の11、行政手引58015。設問の支給申請は、疾病又は負傷

その他在職中であること等のやむを得ない理由があると認められない限り、

社会保険労務士によって行うことはできない。 

Ｃ × 則101条の2の11の2,1項1号。設問の教育訓練給付金及び教育訓練支援

給付金受給資格確認票を提出する際には、職務経歴書等記録書を添付しなけ

ればならない。 

Ｄ × 則101条の2の11,1項。設問の教育訓練給付金支給申請書は、一般教育

訓練を「修了した日の翌日から起算して１か月以内」に提出しなければなら

ない。 

Ｅ × 則101条の2の12,1項。設問の教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金

受給資格確認票は、専門実践教育訓練を「開始する日の１か月前まで」に提

出しなければならない。 

〔問 ８〕 正解 Ｃ 

Ａ × 法19条1項、4項、法27条1項。確定保険料については、所定の納期限ま

でに確定保険料申告書を提出しなかった場合は、所轄都道府県労働局歳入徴

収官が認定決定をし、事業主に通知してこれを納付させることとなるので、

この場合に、法27条に基づく督促が行われるのは、この通知があってもなお

法定納期限（通知を受けた日から15日以内）までに納付しなかったときに限

られる。 
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Ｂ × 法5条、法19条1項、則38条1項。設問の場合は、「同年12月20日」まで

に確定保険料申告書を提出しなければならない。保険年度の中途に保険関係

が消滅した場合には、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告

書を提出しなければならず、設問の場合は、保険関係消滅日は令和４年11月

１日であり、提出期限は同年12月20日となる。 

Ｃ ○ 法15条1項、法19条1項、則24条3項、則33条2項。設問の通り正しい。

継続事業については、通常の場合には、確定保険料の申告・納付期限は概算

保険料の申告・納付期限と同日となるため、確定保険料の申告及び納付手続

と概算保険料の申告及び納付手続とを同一の用紙により一括して行うこと

ができる。 

Ｄ × 法18条、則27条1項。設問の事業主は、労働保険事務の処理を労働保

険事務組合に委託しているので、概算保険料の額にかかわらず、延納の申請

を行うことができる。 

Ｅ × 法18条、則28条1項。設問の場合は、申請により、令和４年５月１日か

ら７月31日までを第１期、令和４年８月１日から11月30日までを第２期、令

和４年12月１日から令和５年３月31日までを第３期、令和５年４月１日から

７月31日までを第４期、令和５年８月１日から11月30日までを第５期、令和

５年12月１日から令和６年２月28日までを第６期として、６回に分けて概算

保険料を納付することができ、第１期に納付すべき概算保険料の額は、120

万円÷６＝「20万円」となる。 

〔問 ９〕 正解 Ａ 

Ａ ○ 法32条1項、則60条。設問の通り正しい。 

Ｂ × 則42条1項。申請書は、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」ではなく、

「所轄公共職業安定所長」に提出する。 
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Ｃ × 法23条3項、則44条。設問の後半が誤り。納付印を押すことによって

印紙保険料を納付することができるのであり、納付印を押した後、納付すべ

き印紙保険料の額に相当する金額を所轄都道府県労働局歳入徴収官に納付

する必要はない。  

Ｄ × 則43条2項3号。設問の「１年間」は、正しくは「６月間」である。 

Ｅ × 法23条2項、法46条1号。日雇労働被保険者を使用する事業主が、正当

な理由がないと認められるにもかかわらず、雇用保険印紙を日雇労働被保険

者手帳に貼付することを故意に怠り、印紙保険料を納付しなかった場合は、

法46条の罰則が適用され、６月以下の懲役又は「30万円以下の罰金」に処せ

られる。 

〔問 10〕 正解 Ｅ 

Ａ × 法2条3項。設問の「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」

は、正しくは「厚生労働大臣」である。 

Ｂ × 法11条3項、則12条2号、労災保険法3条2項。労災保険に係る保険関係

が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定すること

が困難なものについて、賃金総額の特例が認められているのであり、国の行

う事業については、労災保険法が適用されないため、賃金総額の特例の問題

も発生しない。 

Ｃ × 法12条2項。設問は、「雇用保険率」ではなく、「労災保険率」の規定で

ある。労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等

事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係

る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとされている。 

Ｄ × 法12条5項。厚生労働大臣は、労働保険徴収法第12条第５項の場合にお

いて、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、「１年以

内の期間を定め」、雇用保険率を同項に定める率の範囲内において変更するこ

とができるとされており、１年間より短い期間で変更することができる。 

Ｅ ○ 法12条6項、法31条1項1号、3項。設問の通り正しい。  
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労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 

〔問 １〕 正解 Ｃ 

Ａ ○ 厚生労働省「令和３年度雇用均等基本調査（企業調査）」。設問の通り

正しい。 

Ｂ ○ 厚生労働省「令和３年度雇用均等基本調査（企業調査）」。設問の通り

正しい。 

Ｃ × 厚生労働省「令和３年度雇用均等基本調査（企業調査）」。企業規模

5,000人以上では、約６割（57.4％）であるので誤り。 

Ｄ ○ 厚生労働省「令和３年度雇用均等基本調査（企業調査）」。設問の通り

正しい。 

Ｅ ○ 厚生労働省「令和３年度雇用均等基本調査（企業調査）」。設問の通り

正しい。 

〔問 ２〕 正解 Ｂ 

Ａ ○ 厚生労働省「令和３年度能力開発基本調査（事業所調査）」。設問の通

り正しい。 

Ｂ × 厚生労働省「令和３年度能力開発基本調査（事業所調査）」。自己啓発

に対する支援の内容としては、「受講料などの金銭的援助
．．．．．．．．．．．

」の割合（78.0％）

が最も高く、「教育訓練機関、通信教育等に関する情報提供
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（41.7％）、「自

己啓発を通して取得した資格等に対する報酬」（41.5％）と続いているので

誤り。 

Ｃ ○ 厚生労働省「令和３年度能力開発基本調査（事業所調査）」。設問の通

り正しい。 

Ｄ ○ 厚生労働省「令和３年度能力開発基本調査（事業所調査）」。設問の通

り正しい。 

Ｅ ○ 厚生労働省「令和３年度能力開発基本調査（事業所調査）」。設問の通

り正しい。 
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〔問 ３〕 正解 Ａ 

Ａ ○ 厚生労働省「令和３年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査（事

業所調査）」。設問の通り正しい。 

Ｂ × 厚生労働省「令和３年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査（事

業所調査）」。「無期雇用パートタイムを雇用している
．．．．．．．．．．．．．．．．．

」の割合（51.4％）が

最も高く、次いで「有期雇用パートタイムを雇用している
．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（27.1％）、「有

期雇用フルタイムを雇用している」（23.2％）の順となっているので誤り。 

Ｃ × 厚生労働省「令和３年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査（事

業所調査）」。「有期雇用フルタイム」では「定年退職者の再雇用のため」

（61.9％）、「経験・知識・技能のある人を採用したいため
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（31.4％）、「正
．

社員の代替要員の確保のため
．．．．．．．．．．．．．

」（25.2％）が上位３つを占めており、また、

「有期雇用パートタイム」における「定年退職者の再雇用のため」の割合は

６割を超えていない（37.5％）ので誤り。 

Ｄ × 厚生労働省「令和３年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査（事

業所調査）」。いずれの就業形態においても「日常的な業務を通じた、計画的

な教育訓練（OJT）」が最も高くなっているので誤り。 

Ｅ × 厚生労働省「令和３年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査（事

業所調査）」。「人事評価の結果
．．．．．．．

」の割合（67.7％）が最も高く、次いで「パ
．

ートタイム・有期雇用労働者の所属する部署の上司の推薦
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（48.8％）、「（一

定の）職務経験年数」（41.1％）の順となっているので誤り。 

〔問 ４〕 正解 Ｅ 

Ａ ○ 最二小令和4.3.18山形大学事件。設問の通り正しい。 

Ｂ ○ 職業安定法5条の5,1項、「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を

行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労

働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するため

の指針（令和5.3.31厚労告165号）」。設問の通り正しい。 

Ｃ ○ 育児介護休業法21条1項。設問の通り正しい。 
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Ｄ ○ 平成24.11.12職高発1112第1号。設問の通り正しい。 

Ｅ × 青少年雇用促進法15条。設問の「300人以上」は「300人以下」である

ので誤り。 

〔問 ５〕 正解 Ｄ 

Ａ × 社労士法施行規則12条の10。依頼をしようとする者が請求しなかった

ときであっても、あらかじめ報酬の基準を明示する義務があるので誤り。 

Ｂ × 社労士法19条、社労士法施行規則15条。設問の帳簿及び関係書類は、

帳簿閉鎖の時から「２年間」保存しなければならないので誤り。 

Ｃ × 社労士法25条の11,1項、同法25条の12。社会保険労務士法人を設立す

るために厚生労働大臣の認可を受ける必要はないので誤り。 

Ｄ ○ 社労士法25条の18,2項。設問の通り正しい。 

Ｅ × 社労士法25条の22の6,1項、2項。設問の検査役の選任の裁判に対して

は、不服を申し立てることができないので誤り。 

〔問 ６〕 正解 Ｃ 

Ａ × 確拠法2条12項。設問文中の「個人型年金加入者又はは個人型年金加

入者であった者のみ
．．

」及び「個人型年金のみ
．．

」が誤り。「個人別管理資産」

とは、「企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者」又は個人

型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充て

るべきものとして、一の「企業型年金」又は個人型年金において積み立てら

れている資産をいう。 

Ｂ × 確拠法13条1項、2項。設問の選択は、その者が２以上の企業型年金の

企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して「10日以内」

にしなければならない。なお、設問の前段の記述は正しい。 

Ｃ ○ 確拠法34条。設問の通り正しい。 

Ｄ × 確拠法68条1項。個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、

年「１回」以上、定期的に掛金を拠出するとされている。 
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Ｅ × 確拠法70条1項。個人型年金加入者掛金の納付先は、「国民年金基金連

合会」である。 

〔問 ７〕 正解 Ｄ 

Ａ ○ 船保法11条。設問の通り正しい。 

Ｂ ○ 船保法24条。設問の通り正しい。 

Ｃ ○ 船保法73条1項。設問の通り正しい。 

Ｄ × 船保法95条。行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方

不明となった日の翌日から起算して「２か月」ではなく「３か月」を限度と

する。 

Ｅ ○ 船保法114条。設問の通り正しい。なお、疾病任意継続被保険者に関

する保険料は、全国健康保険協会が徴収する。 

〔問 ８〕 正解 Ｄ 

Ａ × 介保法3条1項。介護保険を行うのは、市町村及び特別区である（都道

府県は含まれない。）。 

Ｂ × 介保法8条25項。「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設（都道

府県知事が指定する介護老人福祉施設）、「介護老人保健施設」及び介護医療

院をいう。なお、設問の「介護専用型特定施設」とは、有料老人ホームその

他の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶

者その他厚生労働省令で定める者に限られるものをいう。 

Ｃ × 介保法27条8項。要介護認定は、「その申請のあった日にさかのぼって」

その効力を生ずる。 

Ｄ ○ 介保法29条1項。設問の通り正しい。 

Ｅ × 介保法183条1項。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険

審査会に対して再審査請求をすることができるとする規定はない。なお、設

問の前段の記述は正しい。 
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〔問 ９〕 正解 Ｅ 

Ａ ○ 社審法1条1項、法2条。設問の通り正しい。 

Ｂ ○ 社審法10条1項、3項。設問の通り正しい。 

Ｃ ○ 社審法15条1項、2項。設問の通り正しい。 

Ｄ ○ 社審法27条、法42条。設問の通り正しい。 

Ｅ × 社審法34条1項、3項。設問の後段が誤り。再審査請求又は審査請求へ

の参加は、代理人によってすることが「できる」。 

〔問 10〕 正解 Ｂ 

Ａ × 高齢者医療確保法118条1項。後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事

務費拠出金は、「社会保険診療報酬支払基金」が、年度ごとに、保険者（都

道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都

道府県）から徴収する。 

Ｂ ○ 高齢者医療確保法9条1項。設問の通り正しい。 

Ｃ × 高齢者医療確保法48条。「市町村」は、後期高齢者医療の事務（保険料

の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定め

る事務を除く。）を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべ

ての市町村が加入する広域連合（後期高齢者医療広域連合）を設けるものと

するとされている。 

Ｄ × 高齢者医療確保法104条1項、法105条、法107条1項。設問の「普通徴

収」と「特別徴収」の記述が逆である。市町村による保険料の徴収について

は、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者（政令で定める者を除く。）

から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収す

べき保険料を納入させる方法を「特別徴収」といい、地方自治法の規定によ

り納入の通知をすることによって保険料を徴収する方法を「普通徴収」とい

う。 
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Ｅ × 高齢者医療確保法86条1項。「後期高齢者医療広域連合」は、被保険者

の死亡に関しては、「条例」の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭

の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は

一部を行わないことができるとされている。 
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健 康 保 険 法 

〔問 １〕 正解 Ａ 

Ａ ○ 法3条3項1号、昭和18.4.5保発905号。設問の通り正しい。 

Ｂ × 法7条の39,1項、2項。設問の後段が誤り。設問の場合、厚生労働大臣

は協会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員
．．．．．．．

の全部又は一部の解任を

命ずることができるのであるから、理事長についても、当該違反に係る場合

にのみ解任を命ずることができる。 

Ｃ × 法7条の9、法7条の10,2項、法7条の12,1項。協会の理事長に事故があ

るとき、又は理事長が欠けたときは、「理事のうちから、あらかじめ理事長

が指定する者」がその職務を代理し、又はその職務を行うこととされている。

なお、設問のその他の記述は正しい。 

Ｄ × 法22条の2。健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあっ

た者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を「正当な理由がなく」

漏らしてはならない。 

Ｅ × 法63条2項1号。食事の提供である療養であって入院療養と併せて行う

もの（療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当

該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に

係るものを除く。）は、療養の給付に含まれない
．．．．．．．．．．．

。 

〔問 ２〕 正解 Ｂ 

Ａ ○ 法3条7項、令和3.4.30保保発0430第2号・保国発0430第1号。設問の通

り正しい。 

Ｂ × 法115条1項、令41条。高額療養費は保険による医療費のみを対象とし

ているので、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養

費に係る自己負担分については、算定の対象とされていない。 

Ｃ ○ 法3条5項、令和4.9.5事務連絡。設問の通り正しい。 
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Ｄ ○ 法144条1項、2項。設問の通り正しい。日雇特例被保険者の被扶養者

に係る家族出産育児一時金の支給要件は、日雇特例被保険者自身の出産に係

る出産育児一時金のように支給要件が緩和（出産の日の属する月の前４月間

に通算して26日分以上の保険料が納付されていること）されているわけでは

ない。 

Ｅ ○ 法38条7号、法附則3条6項。設問の通り正しい。 

〔問 ３〕 正解 Ｄ（ア・ウ・エ・オの四つ） 

ア ○ 法43条の3,2項。設問の通り正しい。設問は、産前産後休業終了時改

定の規定によって改定された標準報酬月額の有効期間の原則に関するもの

である。 

イ × 法76条4項、5項。設問の場合、保険者は、その費用の請求に関する審

査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は「国民健康保険団

体連合会」に委託することができる。 

ウ ○ 法165条1項、3項。設問の通り正しい。なお、健康保険の任意継続被保

険者の前納保険料については、国民年金の第１号被保険者に係る前納保険料

のように、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料

が納付されたものとみなされるものではないことに注意すること。 

エ ○ 令41条5項、令42条3項5号、5項2号。設問の通り正しい。 

オ ○ 法210条。設問の通り正しい。 

〔問 ４〕 正解 Ｅ 

Ａ × 法85条の2,3項。厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養

の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、「中央社会保険医

療協議会」に諮問するものとされている。 
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Ｂ × 法108条5項、令37条。設問の傷病手当金の継続給付と老齢基礎年金や

老齢厚生年金等との調整の対象者には、傷病手当金を受けることができる日

雇特例被保険者又は日雇特例被保険者は含まれない。また、この調整が行わ

れる場合であっても、必ずしも傷病手当金が打ち切られるものではなく、老

齢基礎年金や老齢厚生年金等の額につき厚生労働省令で定めるところによ

り算定した額が、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が傷病手当

金として支給される。 

Ｃ × 令46条2項、令附則5条。設問中の前期高齢者納付金等、後期高齢者支

援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額に係る準

備金の積立額の部分が誤りである。当該額は、前期高齢者納付金等、後期高

齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額（前

期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額）の１事業年度当たりの

平均額の「12分の１」に相当する額とされている。なお、設問のその他の記

述については正しい。 

Ｄ × 法172条1号イ。保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の

滞納により、滞納処分を受けるときは、保険料の繰上徴収の対象となってい

るので、保険料の納期が到来するのを待たずに強制的に保険料を徴収するこ

とができる。 

Ｅ ○ 法114条、令36条、昭和16.7.23社発991号、昭和19.10.13保発538号、

令和5.3.30保保発0330第8号。設問の通り正しい。令和５年４月１日以降、

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額は、産科医療補償制度に加入す

る医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に出産した場合は、本体

の額である48万８千円に３万円を超えない範囲内で保険者が定める額（１万

２千円）を加算した額（50万円）とされている。また、出産育児一時金及び

家族出産育児一時金は、２児以上の出産児については、１児ごとに支給する

こととされているため、設問のように被扶養者が双子を出産した場合は、合

計で100万円（50万円×２）の家族出産育児一時金が支給される。 
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〔問 ５〕 正解 Ｃ 

Ａ ○ 法36条、昭和26.3.9保文発619号。設問の通り正しい。労働協約又は

就業規則等により雇用関係は存続するが、会社から賃金の支給を停止された

ような場合には、個々の具体的事情を勘案検討のうえ、実質は使用関係の消

滅とみるのと相当とする場合、例えば被保険者の長期にわたる求職状態がつ

づき、実務に服する見込みがない場合又は公務に就任し、これに専従する場

合等においては資格を喪失させることが妥当であるとされている。この趣旨

から病気休職であって実務に服する見込みがあるときは、賃金の支払停止は

一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため、被保険者資格

は喪失しない。 

Ｂ ○ 法88条1項、2項、則67条、則68条。設問の通り正しい。 

Ｃ × 法115条、則109条、昭和48.10.17保発39号・庁保発20号。高額療養費

の支給の請求に際して、法令上、請求書に証拠書類を添付することは、特に

義務付けられていない。 

Ｄ ○ 法38条7号、令和3.12.27事務連絡。設問の通り正しい。 

Ｅ ○ 法172条1号ハ。設問の通り正しい。 

〔問 ６〕 正解 Ｃ 

Ａ × 法113条、昭和23.4.28保発623号。設問の場合は、同居している弟の

被扶養者として取り扱い、家族埋葬料は、弟である被保険者に支給する。 

Ｂ × 則65条。設問の届書は、「遅滞なく」保険者に提出しなければならな

い。 

Ｃ ○ 法55条4項。設問の通り正しい。 

Ｄ × 法118条。被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに

準ずる施設に収容されたとき等において、その期間に係る保険給付が行われ

ない場合であっても、被扶養者に関する保険給付は制限を受けない。 
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Ｅ × 法89条4項7号。設問の「当該処分を受けた日以降に納期限の到来した

社会保険料又は地方税法に基づく税の一部でも引き続き滞納している者で

あるとき」の部分が誤りである。正しくは、「当該処分を受けた日以降に納

期限の到来した社会保険料のすべて
．．．．．．．．．

を引き続き滞納している者であるとき」

である。 

〔問 ７〕 正解 Ｄ 

Ａ ○ 法87条1項、平成11.3.30保険発39号・庁保険発7号。設問の通り正し

い。 

Ｂ ○ 令24条1項、2項。設問の通り正しい。 

Ｃ ○ 法87条1項、昭和24.6.6保文発1017号。設問の通り正しい。その地方

に保険医がいない場合又は保険医はいても、その者が傷病等のために、診療

に従事することができない場合等には、勿論療養費の支給は認められるが、

単に保険診療が不評の理由によって保険診療を回避した場合には、療養費の

支給は認められないとされている。 

Ｄ × 法36条2号、平成27.9.30保保発0930第9号。設問の場合には、使用関

係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させないことと

して差し支えないとされている。登録型派遣労働者（労働者派遣事業の事業

所に雇用される派遣労働者のうち、常時雇用される労働者以外の者をいう。）

については、派遣就業に係る１つの雇用契約の終了後、１か月以内に同一の

派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約（１か月以上のもの

に限る。）が確実に見込まれる場合には、使用関係が継続しているものとし

て取り扱い、被保険者資格を喪失させないこととして差し支えないこととさ

れている。 

※ 設問の「一般労働者派遣事業」は、現行法では「労働者派遣事業」とな

っている。 
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Ｅ 〇 法3条1項2号ロ、令和4.9.9保保発0909第1号。設問の通り正しい。臨

時に使用される者であって、２月以内の雇用期間を定めて使用される者であ

り、かつ、当該期間を超えて使用されることが見込まれないものについては、

当該期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除き、適用除外とされ

ているが、設問の場合には、当該２月以内で定めた期間を超えて使用される

ことが当初から見込まれるので、この適用除外に該当しないものとして、最

初の雇用期間の開始時から被保険者となる。 

〔問 ８〕 正解 Ｄ 

Ａ × 法3条3項1号レ、令1条9号。「外国法事務弁護士」は、健康保険の適用

対象となる事業に含まれる
．．．．

。 

Ｂ × 法32条。適用事業所が健康保険法３条３項各号に定める強制適用事業

所の要件に該当しなくなったときは、任意適用に係る厚生労働大臣の認可が

あったものとみなされる（任意適用の擬制）ため、任意適用の認可の申請を

行わなくても、引き続き、健康保険の任意適用事業所に移行することとなる。 

Ｃ × 法36条、昭和25.4.14保発20号。事業所の休業にもかかわらず、事業

主が休業手当を被保険者に支給する場合、当該被保険者の健康保険の被保険

者資格は継続させることとされている。 

Ｄ ○ 令和5.3.30保保発0330第3号。設問の通り正しい。被保険者等からの

暴力等を受けている被扶養者である被害者が被扶養者から外れる手続きに

ついては、被保険者からの届出が期待できないことから、当該被害者からの

申出に基づき、被扶養者から外れることが可能となっている。この場合にお

いて当該被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については、加害者で

ある被保険者を健康保険法57条に規定する第三者と解することにより、当該

被害者は保険診療による受診が可能であると取り扱われている。 

Ｅ × 法159条1項、法159条の3、令和4.9.13保保発0913第2号。設問の場合

においては、育児休業等の終了時の届出は不要
．．

である。 
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〔問 ９〕 正解 Ａ（アとイ） 

ア ○ 法159条の3。設問の通り正しい。産前産後休業期間中の保険料の免除

期間は、産前産後休業を開始した日の属する月（設問の場合、令和４年12月）

から、その産前産後休業を終了する日の翌日が属する月の前月（設問の場合、

令和５年２月）までの期間とされている。 

イ ○ 法159条1項1号。設問の通り正しい。育児休業等を開始した日の属す

る月とその育児休業等を終了する日の翌日が属する月とが異なる場合の育

児休業等期間中の保険料の免除期間は、その育児休業等を開始した日の属す

る月（設問の場合、令和５年１月）から、その育児休業等が終了する日の翌

日が属する月の前月（設問の場合、令和５年３月）までとされている。 

ウ × 法159条1項2号、則135条4項。育児休業等を開始した日の属する月と

育児休業等を終了する日の翌日が属する月とが同一である場合は、当該月に

おける育児休業等の日数が14日以上である場合に限り、当該月が育児休業等

期間中の保険料の免除の対象となる。設問の場合、当該月における育児休業

等の日数が14日に満たない〔設問の場合（育児休業等開始日が令和５年１月

４日、育児休業等終了日が令和５年１月16日）の休業日数は13日となる。〕

ため、当該月は育児休業等期間中の保険料の免除の対象とならない。 

エ × 法85条2項。入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養

に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算

定した費用の額（その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるとき

は、当該現に食事療養に要した費用の額）から食事療養標準負担額を控除し
．．．．．．．．．．．．．．．

た
．
額である。 

オ × 法63条2項1号、法85条の2,1項。設問の療養の給付と併せて受けた生

活療養に要した費用については、「入院時生活療養費」が支給される。 
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〔問 10〕 正解 Ｂ 

Ａ × 法99条1項。傷病手当金は、その労務に服することができなくなった

日から起算して「３日」を経過した日から労務に服することができない期間

支給される。 

Ｂ ○ 法99条1項、昭和2.3.11保理1085号。設問の通り正しい。 

Ｃ × 法193条、昭和30.9.7保険発199号の2。傷病手当金の支給を受ける権

利の消滅時効は２年であるが、その起算日は、労務不能であった日ごとにそ

の「翌日」である。 

Ｄ × 法104条、昭和27.6.12保文発3367号、昭和31.2.29保文発1590号。設問

の者は、傷病手当金の継続給付の支給要件のうち、「資格喪失日の前日まで

引き続く１年以上被保険者であった者」は満たしているが、資格喪失日の前

日（令和５年３月31日）において労務に服しており、「その資格を喪失した

際に傷病手当金の支給を受けているもの」は満たしていないため、傷病手当

金の継続給付を受けることはできない。 

Ｅ × 法36条1号、法99条1項。被保険者が死亡した場合、死亡日当日までは

被保険者資格を有するので、傷病手当金の支給期間中に死亡した被保険者に

ついては、死亡日の「当日分」までは、傷病手当金が支給される。 
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厚 生 年 金 保 険 法 

〔問 １〕 正解 Ａ 

Ａ ○ 法26条1項、4項。設問の通り正しい。  

Ｂ × 法26条1項。本特例が適用される場合であっても、保険料額の計算に

当たっては、実際の標準報酬月額が用いられる。 

Ｃ × 法26条1項。甲は３歳に満たない子を養育することとなった日の属す

る月の前月において被保険者でなく、また、当該月前１年間以内に被保険者

であった月がないことから、従前標準報酬月額となる標準報酬月額が存在し

ないため、本特例は適用されない。 

Ｄ × 法26条1項6号、3項。第２子の養育に係る本特例が適用された場合、

被保険者乙の従前標準報酬月額は30万円である。 

Ｅ × 法26条1項3号。第１子の養育に係る本特例の適用期間は、第２子につ

いて本特例の適用を受ける場合における当該第２子を養育することとなっ

た日の属する月の前月までとなる。 

〔問 ２〕 正解 Ａ 

Ａ × 則23条4項。船舶所有者は、その住所に変更があったときは、速やか
．．．

に
．
、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。 

Ｂ ○ 則6条。設問の通り正しい。 

Ｃ ○ 法98条3項。設問の通り正しい。 

Ｄ ○ 則38条の2。設問の通り正しい。  

Ｅ ○ 法27条、則15条1項。設問の通り正しい。 
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〔問 ３〕 正解 Ｅ 

Ａ × 法8条。設問の事業主が、任意適用取消の認可を受けるためには、当

該事業所に使用される者の４分の３以上
．．．．．．

の同意を得ることが必要である。 

Ｂ × 法66条2項。設問の場合、妻に対する遺族基礎年金の支給は停止され

る。配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者

の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しな

い場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、そ

の支給を停止する。 

Ｃ × 法12条1号イ。船舶所有者に使用される船員は、適用除外とされる「臨

時に使用される者」から除かれているため、設問の船員は被保険者となる。 

Ｄ × 法46条6項、令3条の7。老齢厚生年金の加給年金額の加算対象となる

配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときであっても、当該

配偶者に係る加給年金額の支給は停止されない。 

Ｅ ○ 法12条1号イ、法27条、則10条の4。設問の通り正しい。「70歳以上の使

用される者」とは、被保険者であった70歳以上の者であって、適用事業所に

使用され、かつ、厚生年金保険法12条各号（適用除外）に定める者に該当し

ないものをいう。 

〔問 ４〕 正解 Ｄ（ア・イ・エ・オの四つ） 

ア ○ 法19条1項。設問の通り正しい。 

イ ○ 法27条、法46条1項、則10条の4。設問の通り正しい。 

ウ × 令4条2項。被保険者が同時に２以上の事業所に使用される場合におけ

る各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所について

その月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与

額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額
．．

に乗じて得た額とされて

いる。 

エ ○ 法65条。設問の通り正しい。 

オ ○ (60)法附則73条1項。設問の通り正しい。 
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〔問 ５〕 正解 Ｂ 

Ａ ○ 法63条。設問の通り正しい。「死亡した夫の血族との姻族関係の終了」

は、遺族厚生年金の失権事由に該当しない。  

Ｂ × 法66条1項。甲が障害厚生年金の受給を選択した場合であっても、甲

の子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。 

Ｃ ○ 法59条の2。設問の通り正しい。 

Ｄ ○ 法66条1項他。設問の通り正しい。子に対する遺族厚生年金は、遺族

基礎年金とは異なり、生計を同じくするその子の父又は母があることを理由

に、その支給を停止しない。  

Ｅ ○ 令3条の10、平成23.3.23年発0323第1号。設問の通り正しい。  

〔問 ６〕 正解 Ａ 

Ａ ○ 法附則8条の2,1項。設問の通り正しい。  

Ｂ × 法附則17条の10。特別支給の老齢厚生年金の支給要件の１つである

「１年以上の被保険者期間を有すること」の判定において、当該被保険者期

間から離婚時みなし被保険者期間は除かれる。 

Ｃ × 法附則11条の6,1項他。特別支給の老齢厚生年金について、在職老齢

年金の仕組みによる支給停止の調整が行われる場合であっても、高年齢雇用

継続給付との併給調整は行われる。 

Ｄ × 法44条の3他。特別支給の老齢厚生年金について、支給繰下げの規定

はない。 

Ｅ × 法附則9条の2,1項。設問の障害の状態は、障害等級１級、２級又は３
．

級
．
に該当する程度の障害の状態とされる。 
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〔問 ７〕 正解 Ｃ 

Ａ × 法44条2項。第３子以降の加給年金額は、配偶者の加給年金額の３分
．．

の１
．．

に相当する額となる。 

Ｂ × (60)法附則60条2項。特別加算額は、受給権者の生年月日が遅いほど

高額
．．

となる。 

Ｃ ○ 法52条の2,1項。設問の通り正しい。 

Ｄ × 法48条。当初から障害等級３級の障害厚生年金の受給権者に対して更

に障害等級３級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合には、厚生年

金保険法48条の規定は適用されない。障害厚生年金（その権利を取得した当

時から引き続き障害等級の１級又は２級に該当しない程度の障害の状態に

ある受給権者に係るものを除く
．．

。以下本解説において同じ。）の受給権者に

対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、厚生年金保険法

48条の規定により、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が

支給され、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 

Ｅ × 法57条。障害手当金の額は、厚生年金保険法50条１項の規定の例によ

り計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が「障害等

級２級の障害基礎年金の額に４分の３を乗じて得た額
．．．．．．．．．．．

（その額に50円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じた

ときは、これを100円に切り上げるものとする。）に２を乗じて得た額」に満

たないときは、当該額とする。 
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〔問 ８〕 正解 Ｄ 

Ａ × (24)法附則17条12項。特定適用事業所とは、事業主が同一である１又

は２以上の適用事業所であって、当該１又は２以上の適用事業所に使用され

る特定労働者
．．．．．

（70歳未満の者のうち、厚生年金保険法12条各号のいずれにも

該当しないものであって、特定４分の３未満短時間労働者以外のものをい

う。）の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所をいう。 

Ｂ × 法20条2項。毎年３
．
月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均

した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報

酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、そ

の年の９月１日から、健康保険法40条１項に規定する標準報酬月額の等級区

分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額

の等級区分の改定を行うことができる
．．．．．．．．

。 

Ｃ × 法2条の4,1項、国年法4条の3,1項。政府は、少なくとも５年ごと
．．．．．．．．．

に、

国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければなら

ない。 

Ｄ ○ (16)法附則2条1項。設問の通り正しい。 

Ｅ × 法11条。任意単独被保険者が、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者

の資格を喪失する際に、事業主の同意を得る必要はない。 

〔問 ９〕 正解 Ｄ 

Ａ × (60)法附則59条2項。甲と乙に支給する老齢厚生年金に係る経過的加

算の額は、同額となる。 

Ｂ × 法44条の3,4項。繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した

日の属する月の前月
．．

までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年

金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額

を勘案して政令で定める額とする。 
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Ｃ × 法44条の3,5項。設問の場合、裁定請求をした日の５年前の日に支給

繰下げの申出があったものとみなされるため、支給される老齢厚生年金には

繰下げ加算額が加算される。 

Ｄ ○ 法43条2項。設問の通り正しい。 

Ｅ × 法43条3項。被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、

かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算し

て１月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前
．．

における被保

険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を

喪失した日（事業所に使用されなくなったとき等は、その日
．．．

）から起算して

１月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。 

〔問 10〕 正解 Ｂ（アとウ） 

ア × 法50条3項。障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金

法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金

の額が障害等級２級の障害基礎年金の額に４分の３
．．．．

を乗じて得た額（その額

に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の

端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。）に満たないと

きは、当該額が最低保障額として保障される。 

イ ○ 法53条2号。設問の通り正しい。 

ウ × 法59条1項1号、法65条の2。遺族厚生年金の受給権を取得した当時55

歳以上60歳未満の夫が、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有すると

きは、夫が60歳に達するまでの期間について、遺族厚生年金の支給は停止さ

れない。 

エ ○ 法58条1項3号。設問の通り正しい。 

オ ○ 法63条1項5号ロ。設問の通り正しい。 
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国 民 年 金 法 

〔問 １〕 正解 Ｄ 

Ａ × 法94条1項。老齢基礎年金の受給権者は、追納をすることはできない。 

Ｂ × 法43条。付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

が老齢基礎年金の受給権を取得したときに
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、その者に支給される。 

Ｃ × 法92条の2。厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望す

る旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出
．．．．．．．

を承認することが保険料の徴収上有利と認められるとき
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

に限り、その申出を

承認することができる。 

Ｄ ○ 法30条の4,1項。設問の通り正しい。 

Ｅ × 法50条。死亡した夫が３年以上の付加保険料納付済期間を有していた

場合であっても、付加年金の額に8,500円の加算は行われない。 

〔問 ２〕 正解 Ｃ 

Ａ ○ 法89条1項他。設問の通り正しい。 

Ｂ ○ 法46条、令4条の5,2項。設問の通り正しい。付加年金の支給は、老齢

基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、当該老齢基礎年金に併せて繰

り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額され

る。 

Ｃ × 法52条の3,1項。死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した

者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の

当時その者と生計を同じくしていたもの
．．．．．．．．．．．．

とする。甲の死亡当時甲と生計を同

じくしていた妹である乙は、他の要件を満たす限り、死亡一時金の受給権者

となる。 

Ｄ ○ 法49条1項。設問の通り正しい。設問の夫は、第１号被保険者として

の保険料納付済期間及び保険料免除期間を10年以上有していないため、設問

の妻に寡婦年金は支給されない。 
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Ｅ ○ 法104条。設問の通り正しい。 

〔問 ３〕 正解 Ｃ 

Ａ × 法69条。故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者

の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない
．．．．．

。 

Ｂ × 法90条の3 、(16)法附則19条、(26)法附則14条。納付猶予制度は、国

民年金法本則に規定されるものではなく、法附則に規定されている令和12年

６月までの時限措置である。なお、学生納付特例制度が法本則に規定されて

いるとする記述については正しい。 

Ｃ ○ (6)法附則11条6項4号。設問の通り正しい。 

Ｄ × 法7条1項2号、法附則3条。厚生年金保険の被保険者が65歳未満である

間は、その者が特別支給の老齢厚生年金の受給権者であっても、第２号被保

険者とされる。 

Ｅ × 法24条。法24条において、給付を受ける権利は、担保に供することが

できないとされており、現在、例外規定は設けられていない。また、遺族基

礎年金を受ける権利を、国税滞納処分（その例による処分を含む。以下本解

説において同じ。）により差し押えることはできない。なお、老齢基礎年金

を受ける権利を、国税滞納処分により差し押えることは可能である。 

〔問 ４〕 正解 Ａ 

Ａ × 法11条2項。被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格

を喪失したときは、その月を１か月として被保険者期間に算入するが、その

月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の資格取得についての期間

のみをもって１か月の被保険者期間として算入する。 

Ｂ ○ 則65条2項、3項。設問の通り正しい。 

Ｃ ○ 法95条の2、法111条の3,1項。設問の通り正しい。 

Ｄ ○ 法附則9条の2の3。設問の通り正しい。 

Ｅ ○ 法26条。設問の通り正しい。 
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〔問 ５〕 正解 Ｂ 

Ａ × 法5条1項、6項。保険料の４分の１免除の規定によりその４分の１の

額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額

（４分の３の部分）が納付又は徴収されたものは、保険料納付済期間とはさ

れず、保険料４分の１免除期間とされる。 

Ｂ ○ 平成30.12.6年管管発1206第1号。設問の通り正しい。 

Ｃ × (60)法附則8条4項。設問の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関

しては保険料納付済期間には算入されず、合算対象期間に算入される。 

Ｄ × 法11条の2、法87条2項、法94条の6。設問後段のような規定はない。設

問の場合、４月は第２号被保険者であった月とみなされるため、４月につい

て、国民年金の保険料は徴収されない。なお、納付した４月分の保険料は、

その者の請求により還付される。 

Ｅ × 法36条の2,1項2号、3号、則34条の4。設問の施設に拘禁・収容されて

いる場合であっても、未決拘留中の者について、20歳前傷病による障害基礎

年金は、その支給を停止しない。 

〔問 ６〕 正解 Ｃ 

Ａ ○ 法36条の4,1項。設問の通り正しい。 

Ｂ ○ 則25条3項。設問の通り正しい。 

Ｃ × 法28条、則16条4項他。老齢基礎年金の支給繰下げの申出と老齢厚生

年金の支給繰下げの申出は、必ずしも同時に行う必要はない。老齢基礎年金

又は老齢厚生年金のいずれか一方のみを繰り下げることも可能である。 

Ｄ ○ 平成27.9.30年管管発0930第6号。設問の通り正しい。 

Ｅ ○ 法40条。設問の通り正しい。 
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〔問 ７〕 正解 Ａ 

Ａ ○ 法92条の5,1項、則72条の7。設問の通り正しい。 

Ｂ × 国民年金・厚生年金保険障害認定基準。設問文は２級に関する記述で

ある。国民年金・厚生年金保険障害認定基準において、１級は、身体の機能

の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずるこ

とを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不

能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ず

ることができない程度のものである。例えば、身のまわりのことはかろうじ

てできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、す

なわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られ

るものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限

られるものである。 

Ｃ × 法37条の2,2項。被保険者等の死亡の当時胎児であった子が生まれた

ときは、将来に向かって
．．．．．．．

、その子は、被保険者等の死亡の当時その者によっ

て生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子

と生計を同じくしていたものとみなす。したがって、その子の遺族基礎年金

の受給権は、被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生することはない。 

Ｄ × 法21条の2。法21条の２は、当該過誤払による返還金に係る債権（以

下本解説において「返還金債権」という。）に係る債務の弁済をすべき者に

支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当
．

該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当す
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ることができる
．．．．．．．

としている。 

Ｅ × 法附則5条1項。設問の「70歳」を「65歳」に置き換えると、正しい記

述となる。 
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〔問 ８〕 正解 Ｃ 

Ａ × 法27条の4,1項、法27条の5,1項、改定率改定令1条。令和５年度の改

定率の改定については、新規裁定者及び既裁定者ともにマクロ経済スライド
．．．．．．．．．

による調整が行われている
．．．．．．．．．．．．

（下図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、上図の通り、令和５年度における新規裁定者（昭和31年４月２日以

後生まれの者）に係る改定率の改定基準は1.022と、既裁定者（昭和31年４

月１日以前生まれの者）に係る改定率（基準年度以後改定率）の改定基準は

1.019とされたことから、令和５年度の新規裁定者に係る改定率が1.018〔≒

0.996（令和４年度の改定率）×1.022〕と、既裁定者の基準年度以後改定率

は1.015〔≒0.996（令和４年度の基準年度以後改定率）×1.019〕と、それ

ぞれ異なるものとなったため、令和５年度における老齢基礎年金の満額は、

新規裁定者と既裁定者とで、それぞれ異なる額となった。 

Ｂ × 法87条3項、5項。令和５年度の国民年金保険料の月額は、法87条３項

において令和元年度以後の年度に属する月の月分として規定されている

「17,000円」に保険料改定率を乗じて得た額（その額に５円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨て、５円以上10円未満の端数が生じたときは、こ

れを10円に切り上げるものとする。）とされる。なお、保険料改定率は、法

87条５項の規定により、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目賃

金変動率を乗じて得た率を基準として改定される。 

  

当該年度の前年

度の特別調整率 

調整率 名目手取り賃金変動率 

当該年度の前年度

の基準年度以後 

特別調整率 

調整率 

 

物価変動率 

改定基準 
 改定基準 

1.028(＋2.8％) 

0.997(－0.3％) 
0.997(－0.3％) 

0.997(－0.3％) 

0.997(－0.3％) 

1.025(＋2.5％) 

1.022(＋2.2％) 1.019(＋1.9％) 

【新規裁定者に係る改定基準】 【既裁定者に係る改定基準】 
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Ｃ ○ 法94条1項。設問の通り正しい。保険料の４分の３免除、半額免除及

び４分の１免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しない

ものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限り、

追納の対象となる。 

Ｄ × (60)法附則8条5項、(元)法附則4条1項。設問の「平成４年３月31日」

を「平成３年３月31日」に置き換えると、正しい記述となる。 

Ｅ × 法27条、(16)法附則9条、(16)法附則10条1項。臨時の財源の活用によ

り、実効的な国庫負担割合が３分の１から２分の１に引き上げられたのは

「平成21年４月１日」以降であり、設問の年金額の反映割合、すなわち、老

齢基礎年金の額の計算に係る保険料免除期間の月数の計算に用いる乗率は、

当該免除期間が平成21年４月１日前のものか同日以後のものかによって異

なる。なお、恒久措置として国庫負担割合が３分の１から２分の１へ引き上

げられたのは、平成26年４月１日である。 

〔問 ９〕 正解 Ｄ 

Ａ × 法附則9条の2,6項、令12条2項。付加年金の支給は、老齢基礎年金の

支給繰上げの請求を行ったときは、当該老齢基礎年金に併せて繰り上げられ、

この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で減額される。 

Ｂ × (60)法附則14条2項、4項、厚年法44条1項。設問の場合、妻は、夫の老

齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間が、在

職定時改定により240月以上となった日の属する月の翌月から、振替加算が

行われた老齢基礎年金の支給を受けることとなる。 

Ｃ × 法附則5条9項、(16)法附則19条5項、(26)法附則14条4項。任意加入被

保険者は、保険料免除の対象とならない。 

Ｄ ○ 法18条の2。設問の通り正しい。 

Ｅ × 法127条3項3号。設問の場合、当該保険料を納付することを要しない
．．．．．．．．．．．．．．．

ものとされた月の初日に
．．．．．．．．．．．

、加入員の資格を喪失する。 
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〔問 10〕 正解 Ｃ（イとエ） 

ア × 法36条の3,1項。設問の「３分の１」を「２分の１」に置き換えると、

正しい記述となる。 

イ ○ 法34条2項、3項。設問の通り正しい。 

ウ × 法20条1項、法附則9条の2の4。障害基礎年金の受給権者が65歳に達し

た後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合、これらの年金は併給される。

なお、設問前段の文章は正しい。 

エ ○ 法40条。設問の通り正しい。 

オ × 法18条1項、3項、法19条1項、法29条。設問の場合、死亡した者は令和

５年６月において令和５年４月分及び同年５月分の年金の支給を既に受け

ているため、まだ支給されていない未支給年金は、６月分のみ
．．．．．

である。 

 

 


